
社会福祉法人の設立認可について 

 

 

新潟市福祉部福祉監査課 

 

 令和６年８月６日に開催されました「令和６年度第１回新潟市社会福祉法人の設立及び運営等

評価会議」での有識者等からの意見聴取を経て、社会福祉法第３２条の規定により、下記のとお

り社会福祉法人を設立認可しました。 

 

記 

 

 １ 設立認可した社会福祉法人 

    社会福祉法人 聖愛会 （せいあいかい） 

 

 ２ 法人の概要 

 （１）法人所在地 

     新潟市北区太夫浜２０４６番３ 

 （２）設立代表者 

     日比野 則彦 

 （３）設立当初役員等予定者 

     理事  ６名 

日比野 則彦、佐々木 恵梨、吉澤 昭男、 

八幡 義博、大野 裕子、及川 紀久雄 

     監事  ２名 

大野 義彰、大石 昌幸 

     評議員 ７名 

      髙見 優、武田 貞彦、中塚 詠子、佐藤 静子、 

藤島 一子、篠原 睦子、川島 佑果 

 （４）事業内容 

     ○第２種社会福祉事業 

・保育所の経営      定員５３人 

     ・一時預かり事業の経営  定員 ５人 

 

 ３ 設立認可日 

    令和６年１０月８日 

 


